使用貸借契約書

株式会社　　　　　　（以下「甲」という）と、株式会社　　　　　　（以下「乙」とする）は、次のとおり使用貸借契約を締結した。

第1条

貸主甲は、その所有にかかる下記の物件を第2条以下の約定で借主乙に賃渡し、無償で使用、収益をなすことを約し、借主乙は、これを承諾したうえ物件を受領した。

記

　　　所在
東京都


名称



構造


賃貸部分　　　階　　　　　　　平方メートル

以上

第2条

前条の借用物返還の時期は、平成　　年　　月　　日とする。

第3条

借主乙は、第1条の借用物をその用方にしたがって使用、収益しなければならない。また、この借用物を第三者に使用、収益させてはならない。

第4条

借主乙は、借用物の通常費を負担する。

2借主乙がその責に帰すべき事由により借用物を減失または毀損したときは、貸主甲が被った損害を直ちに賠償しなければならない。

第5条

借主乙がこの契約に違背したときは、貸主甲は直ちに契約を解除することができる。

この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各その1通を保持する。

平成　　年　　月　　日


貸主　甲
　　


借主　乙

